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(57)【要約】
【課題】従来よりも剥離強度を向上したエレクトロクロ
ミック装置を提供すること。
【解決手段】本エレクトロクロミック装置は、支持体と
、前記支持体上に形成された第１の電極層と、前記第１
の電極層上に形成されたエレクトロクロミック層と、前
記エレクトロクロミック層上に形成された、多孔質膜で
ある剥離防止層と、前記剥離防止層上に形成された電解
質層と、前記エレクトロクロミック層、前記剥離防止層
、及び前記電解質層を介して前記第１の電極層に対向す
る第２の電極層と、を有し、前記剥離防止層の一方の面
は前記電解質層と接し、他方の面は前記エレクトロクロ
ミック層と接している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体と、
　前記支持体上に形成された第１の電極層と、
　前記第１の電極層上に形成されたエレクトロクロミック層と、
　前記エレクトロクロミック層上に形成された、多孔質膜である剥離防止層と、
　前記剥離防止層上に形成された電解質層と、
　前記エレクトロクロミック層、前記剥離防止層、及び前記電解質層を介して前記第１の
電極層に対向する第２の電極層と、
　を有し、
　前記剥離防止層の一方の面は前記電解質層と接し、他方の面は前記エレクトロクロミッ
ク層と接しているエレクトロクロミック装置。
【請求項２】
　支持体と、
　前記支持体上に形成された第１の電極層と、
　前記第１の電極層上に形成されたエレクトロクロミック層と、
　前記第１の電極層に対向する第２の電極層と、
　前記第２の電極層に接して、前記エレクトロクロミック層の酸化還元反応に対して逆の
電気化学反応をする劣化防止層と、
　を有し、
　前記エレクトロクロミック層又は前記劣化防止層のどちらか一方の層上に、多孔質膜で
ある剥離防止層が形成されており、
　前記剥離防止層が電解質層の一方の面と接しており、前記電解質層の他方の面が、前記
剥離防止層の形成されていない前記エレクトロクロミック層又は前記劣化防止層のどちら
か一方の面と接しているエレクトロクロミック装置。
【請求項３】
　前記劣化防止層と前記電解質層との間に、多孔質膜である第２の剥離防止層が形成され
、
　前記第２の剥離防止層の一方の面は前記劣化防止層と接し、他方の面は前記電解質層と
接している請求項２に記載のエレクトロクロミック装置。
【請求項４】
　前記支持体、前記第１の電極層、前記エレクトロクロミック層、前記剥離防止層、前記
電解質層、及び前記第２の電極層、を含む積層体が曲面形状の部分を有し、
　前記曲面形状の凹面側に樹脂材料部が形成されている請求項１乃至３の何れか一項に記
載のエレクトロクロミック装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４の何れか一項に記載のエレクトロクロミック装置を有するエレクトロク
ロミック調光眼鏡。
【請求項６】
　第１の支持体上に、第１の電極層、エレクトロクロミック層、及び多孔質膜である剥離
防止層、を順次積層して第１の部材を作製する工程と、
　第２の支持体上に、第２の電極層を積層して第２の部材を作製する工程と、
　前記第１の部材と前記第２の部材とを、前記第１の支持体及び前記第２の支持体を外側
にして、電解質層を介して貼り合わせて積層体を作製する工程と、を有するエレクトロク
ロミック装置の製造方法。
【請求項７】
　前記第２の部材を作製する工程では、前記第２の支持体上に、第２の電極層、前記エレ
クトロクロミック層の酸化還元反応に対して逆の電気化学反応をする劣化防止層、及び多
孔質膜である第２の剥離防止層、を順次積層する請求項６に記載のエレクトロクロミック
装置の製造方法。
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【請求項８】
　前記積層体を熱成型する工程を有する請求項６又は７に記載のエレクトロクロミック装
置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、エレクトロクロミック装置及びその製造方法、並びにエレクトロクロミック
調光眼鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電圧を印加することで、可逆的に酸化還元反応が起こり、可逆的に色が変化する現象を
エレクトロクロミズムという。このエレクトロクロミズムを利用した装置がエレクトロク
ロミック装置である。エレクトロクロミック装置にはエレクトロクロミズムの特徴に由来
する応用が実現できるとして、今日まで多くの研究がなされている。
【０００３】
　エレクトロクロミック装置に用いられるエレクトロクロミック材料としては、有機材料
や無機材料がある。有機材料は、その分子構造により様々な色彩発色が可能であることか
ら、カラー表示装置として有望である。一方、無機材料は色彩の制御に課題があるが、こ
の特徴を利用し、色彩度が低いことが利点となるアプリケーションとして調光ガラスやＮ
Ｄフィルタへの実用化が検討されている。
【０００４】
　これらのエレクトロクロミック装置は、一般に、エレクトロクロミック材料を対向する
２つの電極間に形成した後、イオン伝導可能な電解質層を介して貼合わせることで作製さ
れる。そのため、平面な形状には作り易いが、３Ｄ（三次元）面、曲面等のアプリケーシ
ョンには容易に適用できないという課題がある。例えば、レンズ等の３Ｄ形状に適用でき
れば、光学用途として適用範囲が広がる。しかし、貼り合せる２枚の基板の曲面精度や位
置精度により、光学不良が発生し易い。更に、メガネレンズでは、ユーザーに合わせて度
数調整する必要があり、曲面形状の異なる基板を多数準備することが量産への課題となる
。
【０００５】
　このような課題を解決するため、貼合せプロセスなしで作製可能なエレクトロクロミッ
ク装置が提案さている（例えば、特許文献１参照）。この提案によれは、３Ｄ形状のエレ
クトロクロミック装置を実現することが可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、３Ｄ形状を実現可能な上記のエレクトロクロミック装置は、剥離強度が
十分ではなく、熱成型すると端部等が剥離し易い問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、従来よりも剥離強度を向上したエレ
クトロクロミック装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本エレクトロクロミック装置は、支持体と、前記支持体上に形成された第１の電極層と
、前記第１の電極層上に形成されたエレクトロクロミック層と、前記エレクトロクロミッ
ク層上に形成された、多孔質膜である剥離防止層と、前記剥離防止層上に形成された電解
質層と、前記エレクトロクロミック層、前記剥離防止層、及び前記電解質層を介して前記
第１の電極層に対向する第２の電極層と、を有し、前記剥離防止層の一方の面は前記電解
質層と接し、他方の面は前記エレクトロクロミック層と接していることを要件とする。
【発明の効果】
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【０００９】
　開示の技術によれば、従来よりも剥離強度を向上したエレクトロクロミック装置を提供
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
【図２】第２の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
【図３】第３の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
【図４】第４の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
【図５】第５の実施の形態に係るエレクトロクロミック調光眼鏡を例示する斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して、実施の形態に係る説明を行う。なお、各図面において、同一構
成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１２】
　〈第１の実施の形態〉
　図１は、第１の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
図１を参照するに、エレクトロクロミック装置１は、第１の支持体１１と、第１の電極層
１２と、エレクトロクロミック層１３と、電解質層１４と、第２の電極層１５と、第２の
支持体１６と、保護層１７と、剥離防止層１９とを有する。
【００１３】
　エレクトロクロミック装置１において、第１の支持体１１上に第１の電極層１２が設け
られ、第１の電極層１２上にエレクトロクロミック層１３が設けられ、エレクトロクロミ
ック層１３上に剥離防止層１９が設けられている。そして、第２の支持体１６上に設けら
れた第２の電極層１５が、第２の支持体１６を外側に向けて、電解質層１４を挟んで剥離
防止層１９上に配置されている。そして、第１の支持体１１及び第２の支持体１６を含む
各層の外周部は、保護層１７により封止されている。剥離防止層１９の一方の面は電解質
層１４と接し、他方の面はエレクトロクロミック層１３と接している。
【００１４】
　第１の電極層１２と第２の電極層１５とは、互いに対向する位置に設けられている。便
宜上、第１の電極層１２と第２の電極層１５の各々において、互いに対向する面を内面と
称し、各々の内面とは反対側の面を外面と称する。本実施の形態では、第１の電極層１２
の内面はエレクトロクロミック層１３と接しており、第１の電極層１２の外面は第１の支
持体１１と接している。又、第２の電極層１５の内面は電解質層１４と接しており、第２
の電極層１５の外面は第２の支持体１６と接している。
【００１５】
　第１の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置１の製造方法は、第１の支持体１１
上に、第１の電極層１２、エレクトロクロミック層１３、及び剥離防止層１９を順次積層
して第１の部材を作製する工程を有する。又、第２の支持体１６上に第２の電極層１５を
積層して第２の部材を作製する工程を有する。そして、更に、第１の部材と第２の部材と
を、第１の支持体１１及び第２の支持体１６を外側にして、電解質層１４を介して貼り合
わせて積層体を作製し、積層体の外周部を保護層１７により封止する工程を有し、更に必
要に応じてその他の工程を有してもよい。
【００１６】
　エレクトロクロミック装置１において、第１の電極層１２と第２の電極層１５との間に
電圧を印加することにより、エレクトロクロミック層１３が電荷の授受により酸化還元反
応して発消色する。エレクトロクロミック装置１は、剥離防止層１９を有することにより
、エレクトロクロミック装置１全体としての剥離強度が従来よりも向上している。以下、
エレクトロクロミック装置１の各構成物について詳説する。
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【００１７】
　（第１の支持体、第２の支持体）
　第１の支持体１１及び第２の支持体１６は、第１の電極層１２、エレクトロクロミック
層１３、剥離防止層１９、電解質層１４、及び第２の電極層１５を支持する機能を有する
。第１の支持体１１及び第２の支持体１６としては、これらの各層を支持できれば、周知
の熱成型可能な樹脂材料をそのまま用いることができる。
【００１８】
　第１の支持体１１及び第２の支持体１６として、例えば、ポリカーボネイト樹脂、アク
リル樹脂、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、エポキシ樹脂、メラミン樹脂
、フェノール樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリイミド樹脂等の樹脂基板を用いることができ
る。
【００１９】
　第１の支持体１１及び第２の支持体１６の表面に、水蒸気バリア性、ガスバリア性、視
認性を高めるために透明絶縁層、反射防止層等がコーティングされていてもよい。第１の
支持体１１及び第２の支持体１６の厚さは熱成型が容易な範囲に設定されることが好まし
く、例えば、０．２ｍｍ～１．０ｍｍ程度とすることができる。
【００２０】
　なお、エレクトロクロミック装置１が第２の電極層１５側から視認する反射型表示装置
である場合は、第１の支持体１１及び第２の支持体１６のうち何れかの透明性は不要であ
る。
【００２１】
　（第１の電極層、第２の電極層）
　第１の電極層１２及び第２の電極層１５の材料としては、透明導電性酸化物材料を用い
ることができる。透明導電性酸化物材料としては、例えば、スズをドープした酸化インジ
ウム（以下、「ＩＴＯ」と称する場合がある）、フッ素をドープした酸化スズ（以下、「
ＦＴＯ」と称する場合がある）、アンチモンをドープした酸化スズ（以下、「ＡＴＯ」と
称する場合がある）等の無機材料等が挙げられる。
【００２２】
　これらの中でも、真空成膜により形成されたインジウム酸化物（以下、「Ｉｎ酸化物」
と称する場合がある）、スズ酸化物（以下、「Ｓｎ酸化物」と称する場合がある）、及び
亜鉛酸化物（以下、「Ｚｎ酸化物」と称する場合がある）の何れか１つを含む無機材料が
好ましい。
【００２３】
　Ｉｎ酸化物、Ｓｎ酸化物、及びＺｎ酸化物は、スパッタ法により、容易に成膜が可能な
材料であると共に、良好な透明性と電気伝導度が得られる材料である。これらの中でも、
ＩｎＳｎＯ、ＧａＺｎＯ、ＳｎＯ、Ｉｎ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＩｎＺｎＯが特に好ましい。
【００２４】
　更に、第１の電極層１２及び第２の電極層１５は結晶性が低いほど好ましい。結晶性が
高いと熱成型により第１の電極層１２及び第２の電極層１５が分断され易いためである。
この点から、アモルファス膜で高い導電性を示すＩＺＯ、ＡＺＯが好ましい。
【００２５】
　又、透明性を有する銀、金、銅、アルミニウムを含有する導電性金属薄膜、カーボンナ
ノチューブ、グラフェン等のカーボン膜、更に、導電性金属、導電性カーボン、導電性酸
化物等のネットワーク電極、又はこれらの複合層も有用である。ネットワーク電極とは、
カーボンナノチューブや他の高導電性の非透過性材料等を微細なネットワーク状に形成し
て透過率を持たせた電極である。ネットワーク電極は熱成型時に分断され難い点で好まし
い。
【００２６】
　更に、第１の電極層１２及び第２の電極層１５をネットワーク電極と導電性酸化物の積
層構成又は導電性金属薄膜と導電性酸化物との積層構成とすることがより好ましい。この
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ような積層構成にすることにより、エレクトロクロミック層１３をムラなく発消色させる
ことができる。なお、導電性酸化物層はナノ粒子インクとして塗布形成することもできる
。導電性金属薄膜と導電性酸化物の積層構成とは、具体的には、ＩＴＯ／Ａｇ／ＩＴＯ等
の薄膜積層構成にて導電性と透明性を両立させた電極である。
【００２７】
　第１の電極層１２及び第２の電極層１５の各々の厚みは、エレクトロクロミック層１３
の酸化還元反応に必要な電気抵抗値が得られるように調整できる。第１の電極層１２及び
第２の電極層１５の材料としてＩＴＯ真空製膜を用いた場合、第１の電極層１２及び第２
の電極層１５の各々の厚みは、２０ｎｍ～５００ｎｍが好ましく、５０ｎｍ～２００ｎｍ
がより好ましい。導電性酸化物層をナノ粒子インクとして塗布形成する場合の厚みは、０
．２μｍ～５μｍが好ましい。又、ネットワーク電極の場合は、０．２μｍ～５μｍが好
ましい。
【００２８】
　更に、調光ミラーとして利用する場合には、第１の電極層１２及び第２の電極層１５の
何れかが反射機能を有する構造であってもよい。その場合には、第１の電極層１２及び第
２の電極層１５の材料として金属材料を含むことができる。金属材料としては、例えば、
Ｐｔ、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｒ、ロジウム、又はこれらの合金、或いはこれらの積層構成等が挙
げられる。
【００２９】
　第１の電極層１２及び第２の電極層１５の各々の作製方法としては、例えば、真空蒸着
法、スパッタ法、イオンプレーティング法等が挙げられる。又、第１の電極層１２及び第
２の電極層１５の各々の材料が塗布形成できるものであれば、例えば、スピンコート法、
キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート法、バーコート法、ロー
ルコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スリットコート法、キャピラリ
ーコート法、スプレーコート法、ノズルコート法、グラビア印刷法、スクリーン印刷法、
フレキソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェットプリント法等の各種印
刷法等を用いることができる。
【００３０】
　（エレクトロクロミック層）
　エレクトロクロミック層１３は、エレクトロクロミック材料を含む層である。エレクト
ロクロミック材料は、無機エレクトロクロミック化合物及び有機エレクトロクロミック化
合物の何れであっても構わない。又、エレクトロクロミズムを示すことで知られる導電性
高分子を用いてもよい。無機エレクトロクロミック化合物としては、例えば、酸化タング
ステン、酸化モリブデン、酸化イリジウム、酸化チタン等が挙げられる。有機エレクトロ
クロミック化合物としては、例えば、ビオロゲン、希土類フタロシアニン、スチリル等が
挙げられる。
【００３１】
　導電性高分子としては、例えば、ポリピロール、ポリチオフェン、ポリアニリン、又は
それらの誘導体等が挙げられる。エレクトロクロミック層１３としては、導電性又は半導
体性微粒子に有機エレクトロクロミック化合物を担持した構造を用いることが好ましい。
具体的には、電極表面に粒径５ｎｍ～５０ｎｍ程度の微粒子を結着し、微粒子の表面にホ
スホン酸やカルボキシル基、シラノール基等の極性基を有する有機エレクトロクロミック
化合物を吸着した構造である。
【００３２】
　この構造は、微粒子の大きな表面効果を利用して、効率よく有機エレクトロクロミック
化合物に電子が注入されるため、従来のエレクトロクロミック装置と比較して高速な応答
が可能となる。更に、微粒子を用いることで表示層として透明な膜を形成することができ
るため、エレクトロクロミック色素の高い発色濃度を得ることが可能となる。又、複数種
類の有機エレクトロクロミック化合物を導電性又は半導体性微粒子に担持することもでき
る。更に、導電性粒子は電極層としての導電性を兼ねることができる。
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【００３３】
　具体的には、ポリマー系及び色素系のエレクトロクロミック化合物としては、例えば、
アゾベンゼン系、アントラキノン系、ジアリールエテン系、ジヒドロプレン系、ジピリジ
ン系、スチリル系、スチリルスピロピラン系、スピロオキサジン系、スピロチオピラン系
、チオインジゴ系、テトラチアフルバレン系、テレフタル酸系、トリフェニルメタン系、
ベンジジン系、トリフェニルアミン系、ナフトピラン系、ビオロゲン系、ピラゾリン系、
フェナジン系、フェニレンジアミン系、フェノキサジン系、フェノチアジン系、フタロシ
アニン系、フルオラン系、フルギド系、ベンゾピラン系、メタロセン系等の低分子系有機
エレクトロクロミック化合物、ポリアニリン、ポリチオフェン等の導電性高分子化合物等
が挙げられる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。こ
れらの中でも、発消色電位が低く良好な色値を示す点から、ビオロゲン系化合物、ジピリ
ジン系化合物が好ましく、例えば、下記の一般式（１）で表されるジピリジン系化合物が
より好ましい。
【００３４】

【化１】

　一般式（１）において、Ｒ１及びＲ２は、それぞれ独立に置換基を有していてもよい炭
素数１～８のアルキル基、及びアリール基の何れかを表す。Ｒ１及びＲ２の少なくとも一
方は、ＣＯＯＨ、ＰＯ（ＯＨ）２、及びＳｉ（ＯＣｋＨ２ｋ＋１）３（ただし、ｋは、１
～２０を表す）から選択される置換基を有する。
【００３５】
　又、一般式（１）において、Ｘは、一価のアニオンを表す。一価のアニオンとしては、
カチオン部と安定に対をなすものであれば特に制限はなく、目的に応じて適宜選択できる
。一価のアニオンとしては、例えば、Ｂｒイオン（Ｂｒ－）、Ｃｌイオン（Ｃｌ－）、Ｃ
ｌＯ４イオン（ＣｌＯ４

－）、ＰＦ６イオン（ＰＦ６
－）、ＢＦ４イオン（ＢＦ４

－）等
が挙げられる。
【００３６】
　又、一般式（１）において、ｎ、ｍ、及びｌは、それぞれ独立に０、１、又は２を表す
。又、一般式（１）において、Ａ、Ｂ、及びＣは、各々独立に置換基を有してもよい炭素
数１～２０のアルキル基、アリール基、及び複素環基の何れかを表す。
【００３７】
　又、金属錯体系及び金属酸化物系のエレクトロクロミック化合物としては、例えば、酸
化チタン、酸化バナジウム、酸化タングステン、酸化インジウム、酸化イリジウム、酸化
ニッケル、プルシアンブルー等の無機系エレクトロクロミック化合物を用いることができ
る。
【００３８】
　エレクトロクロミック化合物を担持する導電性又は半導体性微粒子としては、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択できるが、金属酸化物を用いることが好ましい。金属酸化
物の材料としては、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化ジルコニウム、酸化
セリウム、酸化イットリウム、酸化ホウ素、酸化マグネシウム、チタン酸ストロンチウム
、チタン酸カリウム、チタン酸バリウム、チタン酸カルシウム、酸化カルシウム、フェラ
イト、酸化ハフニウム、酸化タングステン、酸化鉄、酸化銅、酸化ニッケル、酸化コバル
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ト、酸化バリウム、酸化ストロンチウム、酸化バナジウム、アルミノケイ酸、リン酸カル
シウム、アルミノシリケート等を主成分とする金属酸化物等が挙げられる。これらは、１
種単独で使用してもよいし、２種以上を併用してもよい。
【００３９】
　これらの中でも、電気伝導性等の電気的特性や光学的性質等の物理的特性の点から、酸
化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化ジルコニウム、酸化鉄、酸化マグネシウム、酸化イ
ンジウム、及び酸化タングステンから選択される少なくとも１種が好ましく、より発消色
の応答速度に優れた色表示が可能である点から、酸化チタンが特に好ましい。
【００４０】
　又、導電性又は半導体性微粒子の形状は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、エレクトロクロミック化合物を効率よく担持するために、単位体積当たりの
表面積（以下、比表面積という）が大きい形状が用いられる。例えば、微粒子が、ナノ粒
子の集合体であるときは、大きな比表面積を有するため、より効率的にエレクトロクロミ
ック化合物が担持され、発消色の表示コントラスト比が優れる。
【００４１】
　エレクトロクロミック層１３及び導電性又は半導体性微粒子層は真空製膜により形成す
ることも可能であるが、生産性の点で粒子分散ペーストとして塗布形成することが好まし
い。エレクトロクロミック層１３の厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
こいとができるが、０．２μｍ～５．０μｍが好ましい。厚みが、０．２μｍ未満である
と、発色濃度が得られ難くなることがあり、５．０μｍを超えると、製造コストが増大す
ると共に、着色によって視認性が低下し易くなることがある。
【００４２】
　（剥離防止層）
　剥離防止層１９の材料としては、多孔質膜であればよく、特に限定されるものではない
が、耐久性及び成膜性に優れた有機材料及び無機材料を用いることができる。多孔質膜よ
りなる剥離防止層１９の形成方法としては、以下に説明する各種の方法を含め、公知の形
成方法を用いることができる。
【００４３】
　例えば、高分子微粒子や無機粒子を、バインダ等を添加して部分的に融着させ、粒子間
に生じた孔を利用する燒結法を用いることができる。又、溶剤に可溶な有機物又は無機物
類と溶剤に溶解しないバインダ等とで構成層を形成した後、溶剤で有機物又は無機物類を
溶解させることによって細孔を得る抽出法を用いることができる。又、高分子重合体等を
加熱し、又は脱気する等によって発泡させる発泡法を用いることができる。又、良溶媒と
貧溶媒を操作することによって高分子類の混合物を相分離させる相転換法を用いることが
できる。又、各種放射線を輻射することによって細孔を形成させる放射線照射法を用いる
ことができる。
【００４４】
　多孔質膜として、無機ナノ構造粒子（ＳｉＯ２粒子、Ａｌ２Ｏ３粒子等）とポリマー結
着剤よりなるポリマー混合粒子膜、多孔性有機膜（ポリウレタン樹脂、ポリエチレン樹脂
）等を用いることができる。
【００４５】
　又、前述した多孔質膜上に、無機絶縁材料膜を形成して用いてもよい。無機絶縁材料膜
としては、少なくともＺｎＳを含む材料が好ましい。ＺｎＳは、スパッタ法により、エレ
クトロクロミック層１３等にダメージを与えることなく高速に成膜できるという特徴を有
する。更に、ＺｎＳを主な成分として含む材料として、ＺｎＯ－ＳｉＯ２、ＺｎＳ－Ｓｉ
Ｃ、ＺｎＳ－Ｓｉ、ＺｎＳ－Ｇｅ等を用いることができる。
【００４６】
　ここで、形成された剥離防止層１９の結晶性を良好に保つために、ＺｎＳの含有率を、
約５０～９０ｍｏｌ％とすることが好ましい。従って、特に好ましい材料として、ＺｎＳ
－ＳｉＯ２（８／２）、ＺｎＳ－ＳｉＯ２（７／３）、ＺｎＳ、ＺｎＳ－ＺｎＯ－Ｉｎ２
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Ｏ３－Ｇａ２Ｏ３（６０／２３／１０／７）を用いることができる。
【００４７】
　剥離防止層１９に、このような材料を用いることにより、良好な絶縁性を確保するのに
必要な厚さを低減できるため、多層化したときに膜厚が厚くなって膜強度が低下し、膜が
剥がれることを防止できる。
【００４８】
　前述したようにＺｎＳ等をスパッタ法により形成する場合、予め下引き層として多孔性
粒子膜を形成することによって、ＺｎＳ等の多孔質膜を形成できる。この場合、前述のナ
ノ構造半導体材料を多孔性粒子膜として用いてもよい。但し、剥離防止層１９の絶縁性を
確保するためには、別途シリカ、アルミナ等を含む多孔質膜を形成し、２層により構成さ
れた剥離防止層１９とすることが好ましい。
【００４９】
　剥離防止層１９を多孔質膜にすることにより、電解質層１４が剥離防止層１９中に浸透
し、更に第１の電極層１２まで浸透することが可能となるため、酸化還元反応に伴う電解
質層１４中のイオン電荷の移動が容易となり、発消色の応答速度を向上できる。
【００５０】
　又、剥離防止層１９の膜厚は２０～２０００ｎｍの範囲にあることが好ましい。 膜厚
が２０ｎｍ未満である場合、絶縁性を確保し難くなるからである。又、膜厚が２０００ｎ
ｍを超える場合、密着性が低下し剥離が起こり易くなると共に、エレクトロクロミック装
置１の製造コストが増大し、着色により、エレクトロクロミック装置１の光学特性が低下
し易いからである。
【００５１】
　（電解質層）
　電解質層１４は、固体電解質層であることが好ましく、光又は熱硬化樹脂中に電解質を
保持した膜として形成できる。更に、電解質層１４の層厚を制御する無機粒子を混合して
いることが好ましい。成型時の電解質層１４の漏れを防止できるからである。
【００５２】
　電解質層１４は、無機微粒子と硬化型樹脂、電解質を混合した溶液として剥離防止層１
９上にコートした後、光又は熱で硬化した膜とすることが好ましい。しかし、予め多孔質
の無機微粒子層を形成した後、無機微粒子層に浸透するように、硬化型樹脂、電解質を混
合した溶液としてコートした後、光又は熱で硬化した膜とすることもできる。
【００５３】
　更に、エレクトロクロミック層１３が導電性又は半導体性ナノ粒子にエレクトロクロミ
ック化合物が担持された層である場合は、エレクトロクロミック層１３に浸透するように
、硬化型樹脂、電解質を混合した溶液としてコートする。その後、光又は熱で硬化した膜
とすることもできる。電解液としては、イオン液体等の液体電解質、又は固体電解質を溶
媒に溶解した溶液が用いられる。
【００５４】
　電解質の材料としては、例えば、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩等の無機イオン
塩、４級アンモニウム塩や酸類、アルカリ類の支持塩を用いることができる。具体的には
、ＬｉＣｌＯ４、ＬｉＢＦ４、ＬｉＡｓＦ６、ＬｉＰＦ６、ＬｉＣＦ３ＳＯ３、ＬｉＣＦ

３ＣＯＯ、ＫＣｌ、ＮａＣｌＯ３、ＮａＣｌ、ＮａＢＦ４、ＮａＳＣＮ、ＫＢＦ４、Ｍｇ
（ＣｌＯ４）２、Ｍｇ（ＢＦ４）２等が挙げられる。イオン性液体としては、特に制限は
なく、一般的に研究・報告されている物質ならばどのようなものでも構わない。
【００５５】
　有機のイオン性液体は、室温を含む幅広い温度領域で液体を示す分子構造がある。この
分子構造は、カチオン成分とアニオン成分とからなる。
【００５６】
　カチオン成分としては、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルイミダゾール塩、Ｎ，Ｎ－メチルエ
チルイミダゾール塩、Ｎ，Ｎ－メチルプロピルイミダゾール塩等のイミダゾール誘導体；
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Ｎ，Ｎ－ジメチルピリジニウム塩、Ｎ，Ｎ－メチルプロピルピリジニウム塩等のピリジニ
ウム誘導体等の芳香族系の塩；トリメチルプロピルアンモニウム塩、トリメチルヘキシル
アンモニウム塩、トリエチルヘキシルアンモニウム塩等のテトラアルキルアンモニウム等
の脂肪族４級アンモニウム系化合物等が挙げられる。
【００５７】
　アニオン成分としては、大気中の安定性の面でフッ素を含んだ化合物が好ましく、例え
ば、ＢＦ４

－、ＣＦ３ＳＯ３
－、ＰＦ４

－、（ＣＦ３ＳＯ２）２Ｎ－、Ｂ（ＣＮ４）－等
が挙げられる。これらのカチオン成分とアニオン成分の組み合わせにより処方したイオン
性液体を用いることができる。
【００５８】
　溶媒としては、例えば、プロピレンカーボネート、アセトニトリル、γ―ブチロラクト
ン、エチレンカーボネート、スルホラン、ジオキソラン、テトラヒドロフラン、２－メチ
ルテトラヒドロフラン、ジメチルスルホキシド、１，２－ジメトキシエタン、１，２－エ
トキシメトキシエタン、ポリエチレングリコール、アルコール類やそれらの混合溶媒等を
用いることができる。
【００５９】
　硬化樹脂としては、例えば、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、塩化ビニル
樹脂、エチレン樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂等の光硬化型樹脂、熱硬化型樹脂等
の一般的な材料を挙げられるが、電解質との相溶性が高い材料が好ましい。このような材
料としては、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール等のエチレングリコー
ルの誘導体が好ましい。又、硬化樹脂としては、光硬化可能な樹脂を用いることが好まし
い。熱重合や、溶剤を蒸発させることにより薄膜化する方法に比べて、低温かつ短時間で
素子を製造できるためである。
【００６０】
　特に好ましい組み合わせは、オキシエチレン鎖やオキシプロピレン鎖を含有するマトリ
ックスポリマーとイオン液体との固溶体で構成されている電解質層である。この構成を用
いることにより、硬度と高いイオン伝導度を両立し易く、均一な電解質層１４を形成する
ことが可能となり、良好な酸化還元反応が得られる。
【００６１】
　無機微粒子としては、多孔質層を形成して電解質と硬化樹脂を保持できる材料であれば
特に限定されるものではないが、エレクトロクロミック反応の安定性、視認性の点から、
絶縁性、透明性、耐久性が高い材料が好ましい。具体的な材料としては、シリコン、アル
ミニウム、チタン、亜鉛、錫等の酸化物又は硫化物、或いはそれらの混合物を挙げられる
。無機微粒子の大きさ（平均粒径）は、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択できるが
、１０ｎｍ～１０μｍが好ましく、１０ｎｍ～１００ｎｍがより好ましい。なお、無機微
粒子はエレクトロクロミック層１３中に混合してもよい。
【００６２】
　（保護層）
　保護層１７は、エレクトロクロミック装置１の側面部（外周部）を物理的及び化学的に
保護するように形成されている。保護層１７は、例えば、紫外線硬化性や熱硬化性の絶縁
性樹脂等を、側面と上面の何れか一方又は双方を覆うように塗布し、その後硬化させるこ
とにより形成できる。
【００６３】
　保護層１７は、硬化樹脂と無機材料との積層保護層とすることが更に好ましい。無機材
料との積層構造にすることで、酸素や水に対するバリア性が向上する。無機材料としては
、絶縁性、透明性、耐久性が高い材料が好ましく、具体的な材料としては、シリコン、ア
ルミニウム、チタン、亜鉛、錫等の酸化物又は硫化物、或いはこれらの混合物等が挙げら
れる。これらの膜はスパッタ法や蒸着法等の真空製膜プロセスで容易に形成できる。保護
層１７の厚みは、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択できるが、０．５μｍ～１０μ
ｍが好ましい。
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【００６４】
　このように、第1の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置１では、エレクトロク
ロミック層１３と電解質層１４との間に、界面の比表面積が大きい多孔質膜である剥離防
止層１９を設けている。これにより、エレクトロクロミック層１３と剥離防止層１９との
接触面積、及び電解質層１４と剥離防止層１９との接触面積が大きくなるため、アンカー
効果により、エレクトロクロミック層１３と電解質層１４との密着性（剥離強度）を向上
できる。その結果、エレクトロクロミック装置の剥離に起因する発色動作における諸問題
を解決し、高性能なエレクトロクロミック装置を提供できる。
【００６５】
　特に、エレクトロクロミック装置１を熱成型により曲面形状に加工する場合でも剥離が
生じ難い点で好適である。
【００６６】
　又、剥離防止層１９を多孔質膜にすることにより、電解質層１４の電解質が剥離防止層
１９中に浸透し、更に第１の電極層１２まで浸透することが可能となる。そのため、酸化
還元反応に伴う電解質層１４中のイオン電荷の移動が容易となり、発消色の応答速度を向
上できる。
【００６７】
　〈第２の実施の形態〉
　第２の実施の形態では、第１の実施の形態とは層構成の異なるエレクトロクロミック装
置を例示する。なお、第２の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部
についての説明は省略する場合がある。
【００６８】
　図２は、第２の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
図２を参照するに、第２の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置２は、電解質層１
４と第２の電極層１５とに接して（挟持されて）、劣化防止層１８が形成されている点が
、第１の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置１（図１参照）と相違する。以下、
エレクトロクロミック装置２を構成する劣化防止層１８について説明する。
【００６９】
　（劣化防止層）
　劣化防止層１８の役割としては、エレクトロクロミック層１３と逆の電気化学反応をし
、電荷のバランスをとって第２の電極層１５が不可逆的な酸化還元反応により腐食や劣化
することを抑制することである。結果として、エレクトロクロミック装置２の繰り返し安
定性を向上できる。なお、逆反応とは、劣化防止層１８が酸化還元する場合に加え、キャ
パシタとして作用することも含む。
【００７０】
　劣化防止層１８の材料は、第１の電極層１２及び第２の電極層１５の不可逆的な酸化還
元反応による腐食を防止する役割を担う材料であれば特に限定されるものではない。劣化
防止層１８の材料としては、例えば、酸化アンチモン錫、酸化ニッケル、酸化チタン、酸
化亜鉛、酸化錫、又はそれらを複数含む導電性又は半導体性金属酸化物を用いることがで
きる。更に、劣化防止層１８の着色が問題にならない場合は、前述のエレクトロクロミッ
ク材料と同じものを用いることができる。
【００７１】
　特に、透明性が要求されるレンズのような光学素子としてエレクトロクロミック装置２
を作製する場合は、劣化防止層１８として、透明性の高い材料を用いることが好ましい。
このような材料としては、ｎ型半導体性酸化物微粒子（ｎ型半導体性金属酸化物）を用い
ることが好ましい。ｎ型半導体性金属酸化物の具体例としては、１００ｎｍ以下の一次粒
子径粒子からなる、酸化チタン、酸化錫、酸化亜鉛、又はそれらを複数含む化合物粒子、
或いは混合物を用いることができる。
【００７２】
　更に、これらの劣化防止層１８を用いる場合は、エレクトロクロミック層１３が酸化反
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応により色彩変化する材料であることが好ましい。その結果、エレクトロクロミック層１
３が酸化反応すると同時にｎ型半導体性金属酸化物が還元（電子注入）され易く、駆動電
圧が低減できるからである。
【００７３】
　このような形態において、特に好ましいエレクトロクロミック材料は、有機高分子材料
である。塗布形成プロセス等により容易に製膜できると共に、分子構造により色の調整や
制御が可能となる。これらの有機高分子材料の具体例としては、「Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ 
ｏｆ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｒｅｖｉｅｗ　２０１１．２３，３９７－４１５　Ｎａｖｉ
ｇａｔｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｃｏｌｏｒ　Ｐａｌｅｔｔｅ　ｏｆ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ－Ｐｒｏ
ｃｅｓｓａｂｌｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｐｏｌｙｍｅｒｓ（Ｒｅｙｎｏｌｄ
ｓ）」、「Ｍａｃｒｏｍｏｌｅｃｕｌｅｓ　１９９６．２９　７６２９－７６３０（Ｒｅ
ｙｎｏｌｄｓ）」、「Ｐｏｌｙｍｅｒ　ｊｏｕｒｎａｌ，　Ｖｏｌ．４１，　Ｎｏ．７，
Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｒｏｍｉｃ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｍａｔａｌｌｉｃ　Ｈｙｂｒｉｄ　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒｓ」等に報告されている。これらの有機高分子材料としては、例えば、ポリ
（３，４－エチレンジオキシチオフェン）系材料、ビス（ターピリジン）類と鉄イオンの
錯形成ポリマー等が挙げられる。
【００７４】
　一方、透明性の高いｐ型半導体性層の材料例としては、ニトロキシルラジカル（ＮＯラ
ジカル）を有する有機材料等であり、２，２，６，６－テトラメチルピペリジン－Ｎ－オ
キシル（ＴＥＭＰＯ）の誘導体、又は、誘導体のポリマー材料等が挙げられる。
【００７５】
　なお、劣化防止層１８を特別に形成することなく、電解質層１４に劣化防止層用材料を
混合し、電解質層１４に劣化防止機能を付与することもできる。その場合の層構成は図１
に示すエレクトロクロミック装置１と同様になる。
【００７６】
　劣化防止層１８の形成方法としては、例えば、真空蒸着法、スパッタ法、イオンレーテ
ィング法等が挙げられる。又、劣化防止層１８の材料が塗布形成できるものであれば、例
えば、スピンコート法、キャスティング法、マイクログラビアコート法、グラビアコート
法、バーコート法、ロールコート法、ワイアーバーコート法、ディップコート法、スリッ
トコート法、キャピラリーコート法、スプレーコート法、ノズルコート法、グラビア印刷
法、スクリーン印刷法、フレキソ印刷法、オフセット印刷法、反転印刷法、インクジェッ
トプリント法等の各種印刷法等を用いることができる。
【００７７】
　このように、第２の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置２では、エレクトロク
ロミック層１３の酸化還元反応に対して逆の電気化学反応をする劣化防止層１８を設けて
いる。これにより、第２の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置２では、第１の実
施の形態の効果に加えて、更に以下の効果を奏する。すなわち、駆動電圧を低減すること
ができ、電荷のバランスをとって第２の電極層１５が不可逆的な酸化還元反応により腐食
や劣化することを抑制可能となり、エレクトロクロミック装置２の繰り返し安定性を向上
できる。
【００７８】
　なお、図２の例では、剥離防止層１９をエレクトロクロミック層１３と電解質層１４と
の間に設けたが、剥離防止層１９は電解質層１４と劣化防止層１８との間に設けてもよい
。つまり、エレクトロクロミック層１３又は劣化防止層１８のどちらか一方の層上に、多
孔質膜である剥離防止層１９が形成されていればよい。そして、剥離防止層１９が電解質
層１４の一方の面と接しており、電解質層１４の他方の面が、剥離防止層１９の形成され
ていないエレクトロクロミック層１３又は劣化防止層１８のどちらか一方の面と接してい
ればよい。剥離防止層１９をエレクトロクロミック層１３と電解質層１４との間に設けた
場合と、剥離防止層１９を電解質層１４と劣化防止層１８との間に設けた場合とは、同様
の効果を奏する。
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【００７９】
　〈第３の実施の形態〉
　第３の実施の形態では、第２の実施の形態とは層構成の異なるエレクトロクロミック装
置を例示する。なお、第３の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部
についての説明は省略する場合がある。
【００８０】
　図３は、第３の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
図３を参照するに、第３の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置３は、電解質層１
４と劣化防止層１８との間に、第２の剥離防止層２９が形成されている点が、第２の実施
の形態に係るエレクトロクロミック装置２（図２参照）と相違する。第２の剥離防止層２
９の一方の面は劣化防止層１８と接し、他方の面は電解質層１４と接している。第２の剥
離防止層２９は、剥離防止層１９と同様の多孔質膜である。
【００８１】
　このように、第３の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置３では、劣化防止層１
８と電解質層１４との間に、界面の比表面積が大きい、多孔質膜である第２の剥離防止層
２９を設けている。これにより、劣化防止層１８と第２の剥離防止層２９との接触面積、
及び電解質層１４と第２の剥離防止層２９との接触面積が大きくなるため、アンカー効果
により、劣化防止層１８と電解質層１４との密着性（剥離強度）を向上できる。その結果
、エレクトロクロミック装置３全体の剥離強度を、第１の実施の形態に係るエレクトロク
ロミック装置１及び第２の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置２よりも更に向上
できる。
【００８２】
　特に、エレクトロクロミック装置３を熱成型により曲面形状に加工する場合でも剥離が
更に生じ難い点で好適である。
【００８３】
　〈第４の実施の形態〉
　第４の実施の形態では、曲面形状のエレクトロクロミック装置を例示する。なお、第４
の実施の形態において、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する
場合がある。
【００８４】
　図４は、第４の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置を例示する断面図である。
図４を参照するに、第４の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置４は、曲面形状を
含み、曲面形状の凹面側に樹脂材料部２０が形成され点が、第３の実施の形態に係るエレ
クトロクロミック装置３（図３参照）と相違する。エレクトロクロミック装置４は、例え
ば、調光レンズ装置として使用できる。
【００８５】
　図４のような全体が曲面形状であるエレクトロクロミック装置４を作製するには、まず
、樹脂材料からなる平面形状の第１の支持体１１に第１の電極層１２を形成し、更にその
上にエレクトロクロミック層１３及び剥離防止層１９を順次積層した第１の部材を作製す
る。又、樹脂材料からなる平面形状の第２の支持体１６に第２の電極層１５及び劣化防止
層１８を順次積層した第２の部材を作製する。そして、第１の部材と第２の部材とを、第
１の支持体１１及び第２の支持体１６を外側にして、電解質層１４を介して貼り合わせて
積層体を作製し、積層体の外周部を保護層１７により封止する。その後、積層体を熱成型
することにより、所望の曲面形状を形成できる。
【００８６】
　なお、「所望の曲面形状」とは、曲率を有する曲面で構成された形状であり、例えば、
球状、円筒状、円錐状、各種三次元（３Ｄ）形状等が挙げられる。「所望の曲面形状」は
、積層体の少なくとも一部であればよく、全部であっても構わない。
【００８７】
　樹脂材料部２０は、積層体を熱成型した後に第１の支持体１１の外側に形成したもので
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ある。樹脂材料部２０の形成方法としては、熱成型後の曲面形状の部分を有する積層体を
所望の型にセットし、第１の支持体１１と屈折率が同じ、又は屈折率が小さい樹脂材料を
インジェクション成型する方法、キャスト成型する方法等が挙げられる。樹脂材料の具体
例としては、エピスルフィド系樹脂、チオウレタン系樹脂、メタクリレート系樹脂、ポリ
カーボネイト系樹脂、ウレタン系樹脂等やそれらの混合物等が挙げられる。又、必要に応
じて、ハードコートや密着性を改善するためのプライマーを形成してもよい。
【００８８】
　第１の支持体１１や第２の支持体１６の厚さが厚くなると熱成型が困難になるが、一方
では、厚さが薄くなると第１の支持体１１や第２の支持体１６の追加工が困難になる。そ
こで、第１の支持体１１や第２の支持体１６を比較的薄く形成しておき、積層体を熱成型
した後に、第１の支持体１１の外側に樹脂材料部２０を形成して第１の支持体１１を厚膜
化する。
【００８９】
　これにより、熱成型が困難となることを回避できると共に、追加工が容易となる。例え
ば、曲面形状の凹面側（第１の支持体１１の外側）に樹脂材料部２０を形成し、厚膜の樹
脂材料部２０を切削加工することにより、所望の曲面形状を形成できるので、ユーザー固
有の条件に合わせたレンズ加工（度数加工等）が可能になる。すなわち、製品形状ごとに
金型や部材を準備することが不要となり、多品種少量生産が容易になる。なお、樹脂材料
部２０は、第２の支持体１６の外側に設けてもよい。或いは、第１の支持体１１の外側と
第２の支持体１６の外側の両方に設けてもよい。
【００９０】
　本実施の形態では、第１の部材と第２の部材とを電解質層１４を介して貼り合わせて積
層体を作製し、その後、積層体を熱成型することで曲面形状を形成するため、コーティン
グ膜形成の生産性に優れ、かつ大型のエレクトロクロミック装置４を提供できる。熱成型
は全ての層形成後に実施することが好ましいが、第１の部材及び第２の部材を別々に熱成
型してもよい。この場合も、生産性向上の効果が得られる。
【００９１】
　なお、エレクトロクロミック装置４の構成は第１の支持体１１及び第２の支持体１６を
有する構成には限定されず、何れか一方の支持体のみを有する構成としてもよい。
【００９２】
　又、エレクトロクロミック装置４では、第１の電極層１２及び第２の電極層１５に導電
性粒子又は導電性カーボンを含有することが好ましい。これにより、熱成型時に第１の支
持体１１や第２の支持体１６が変形しても第１の電極層１２及び第２の電極層１５が分断
され難くなる。更に、補助電極として、導電性酸化物層との積層構成とすることが好まし
い。これにより、面内で均一なエレクトロクロミック反応（発消色）が可能となる。
【００９３】
　又、第１の電極層１２及び第２の電極層１５の分断を防ぐには、熱成型後の媒体曲面長
さが熱成型前の媒体面長さに対して１２０％以下になるように成型することが好ましい。
第１の電極層１２及び第２の電極層１５が１２０％よりも膨張すると、分断を生じ易いた
めである。特に、真空製膜で形成される透明導電性酸化物を第１の電極層１２及び第２の
電極層１５に用いる場合は、熱成型後の媒体曲面長さが熱成型前の媒体面長さに対して１
０３％以下になるように成型することが好ましい。なお、真空製膜で形成される透明導電
性酸化物とは、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＳｎＯ２、ＡＺＯ、ＧＺＯ等である。
【００９４】
　このような熱成型には、第１の支持体１１及び第２の支持体１６の端部を固定すること
なく、所望の３Ｄ形状を有する凸金型と凹金型により部材を加熱成型する方法を用いるこ
とができる。加熱温度は、第１の支持体１１及び第２の支持体１６を構成する材料の軟化
温度付近に設定できる。
【００９５】
　例えば、第１の支持体１１及び第２の支持体１６としてポリカーボネイトを用いた場合



(15) JP 2017-9843 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

には、加熱温度は１３０℃～１９０℃の間とすることが好ましい。更に、熱成型と真空成
型を組み合わせてもよい。なお、真空製膜で透明導電性酸化物を形成する場合、第１の電
極層１２及び第２の電極層１５の結晶性が低いほど好ましい。結晶性が高いと第１の電極
層１２及び第２の電極層１５が分断され易いためである。この点では、アモルファス膜で
高い導電性を示すＩＺＯ、ＡＺＯを用いることが好ましい。
【００９６】
　〈第５の実施の形態〉
　第５の実施の形態では、第４の実施の形態に係るエレクトロクロミック装置（調光レン
ズ装置）を用いたエレクトロクロミック調光眼鏡を例示する。なお、第５の実施の形態に
おいて、既に説明した実施の形態と同一構成部についての説明は省略する場合がある。
【００９７】
　図５は、第５の実施の形態に係るエレクトロクロミック調光眼鏡を例示する斜視図であ
る。図５を参照するに、エレクトロクロミック調光眼鏡５は、２つのエレクトロクロミッ
ク装置４と、眼鏡フレーム５２と、スイッチ５３と、電源５４とを有する。
【００９８】
　２つのエレクトロクロミック装置４は、眼鏡フレーム５２に組み込まれている。眼鏡フ
レーム５２には、スイッチ５３及び電源５４が設けられている。電源５４は、スイッチ５
３を介して、所定の配線により、第１の電極層１２及び第２の電極層１５と電気的に接続
されている。
【００９９】
　スイッチ５３を切り替えることにより、例えば、第１の電極層１２と第２の電極層１５
との間にプラス電圧を印加する状態、マイナス電圧を印加する状態、電圧を印加しない状
態の中から１つの状態を選択可能である。スイッチ５３としては、例えば、スライドスイ
ッチやプッシュスイッチ等の、少なくとも前述の３つの状態を切り替え可能な任意のスイ
ッチを用いることができる。
【０１００】
　電源５４としては、例えば、ボタン電池、太陽電池等の任意の直流電源を用いることが
できる。電源５４は、第１の電極層１２と第２の電極層１５との間にプラスマイナス数Ｖ
程度の電圧を印加可能である。
【０１０１】
　例えば、第１の電極層１２と第２の電極層１５との間にプラス電圧を印加することによ
り、２つのエレクトロクロミック装置４が所定の色に発色する。又、第１の電極層１２と
第２の電極層１５との間にマイナス電圧を印加することにより、２つのエレクトロクロミ
ック装置４が消色し透明となる。
【０１０２】
　但し、エレクトロクロミック装置４を構成するエレクトロクロミック層１３に使用する
材料の特性により、第１の電極層１２と第２の電極層１５との間にマイナス電圧を印加す
ることにより発色し、プラス電圧を印加することにより消色し透明となる場合もある。な
お、一度発色した後は、第１の電極層１２と第２の電極層１５との間に電圧を印加しなく
ても発色は継続する。
【０１０３】
　このように、エレクトロクロミック調光眼鏡５のレンズとして、エレクトロクロミック
装置４（調光レンズ装置）を利用することで、耐光性に優れ、かつ高性能なエレクトロク
ロミック調光眼鏡を実現できる。
【０１０４】
　以下、本発明の実施例について説明するが、本発明は下記実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【０１０５】
　〈実施例１〉
　実施例１では、図１に示すエレクトロクロミック装置１を作製し、更に図４に示すエレ
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クトロクロミック装置４と同様に熱成型する例を示す。但し、樹脂材料部２０は設けてい
ない。なお、実施例１で作製したエレクトロクロミック装置は、調光レンズ装置として使
用できる。
【０１０６】
　（第１の電極層１２、エレクトロクロミック層１３、剥離防止層１９の形成）
　まず、第１の支持体１１として長軸８０ｍｍ×短軸５５ｍｍ、厚み０．５ｍｍの楕円ポ
リカーボネイト基板を準備した。そして、準備した楕円ポリカーボネイト基板上に、ＩＴ
Ｏ膜をスパッタ法により厚み約１００ｎｍに製膜して、第１の電極層１２を形成した。
【０１０７】
　次に、このＩＴＯ膜の表面に酸化チタンナノ粒子分散液（商品名：ＳＰ２１０、昭和タ
イタニウム株式会社製、平均粒子径：２０ｎｍ）をスピンコート法により塗布し、１２０
℃で１５分間アニール処理を行うことによって、厚み約１．０μｍの酸化チタン粒子膜か
らなるナノ構造半導体材料を形成した。
【０１０８】
　続いて、エレクトロクロミック化合物として、下記構造式Ａで表される化合物を１．５
質量％含む２，２，３，３－テトラフロロプロパノール溶液をスピンコート法により塗布
した。そして、１２０℃で１０分間アニール処理を行うことにより、酸化チタン粒子膜に
担持（吸着）させて、エレクトロクロミック層１３を形成した。
【０１０９】
【化２】

　続いて、エレクトロクロミック層１３上に、平均一次粒径２０ｎｍのＳｉＯ２微粒子分
散液（シリカ固形分濃度２４．８質量％、ポリビニルアルコール１．２質量％、及び水７
４質量％）をスピンコートし、剥離防止層１９を形成した。形成した剥離防止層１９の厚
みは約２μｍであった。
【０１１０】
　（第２の電極層１５、電解質層１４の形成）
　第２の支持体１６として第１の支持体１１と同形状かつ同厚膜の楕円ポリカーボネイト
基板を準備した。そして、準備した楕円ポリカーボネイト基板上に、ＩＴＯ膜をスパッタ
法により厚み約１００ｎｍに製膜して、第２の電極層１５を形成した。
【０１１１】
　続いて、剥離防止層１９の表面に、ポリエチレンジアクリレートと、光開始剤（ＩＲＧ
１８４、ＢＡＳＦ社製）と、電解質（１－エチル－３－メチルイミダゾリウム塩）とを質
量比（１００：５：４０）で混合した溶液を塗布した。そして、第２の支持体１６の第２
の電極層１５側の面と貼り合わせ、ＵＶ硬化させて固体の電解質層１４を形成した。
【０１１２】
　（保護層１７の形成）
　次に、第１の支持体１１から第２の支持体１６に至る各層の側面部に、紫外線硬化接着
剤（商品名：ＫＡＲＡＹＡＤ　Ｒ６０４　日本化薬社製）を滴下した。そして、紫外光照
射により硬化させることで保護層１７を約３μｍの厚みに形成し、エレクトロクロミック
装置２を作製した。
【０１１３】



(17) JP 2017-9843 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

　（熱成型）
　作製したエレクトロクロミック装置２を曲率約９０ｍｍの凸金型と凹金型に１３５℃で
加熱しながら挟み込むことで３Ｄ球面を有するエレクトロクロミック装置を作製した。こ
のときの凸球面長軸の長さは８１ｍｍであった。以上により、実施例１のエレクトロクロ
ミック装置が完成した。
【０１１４】
　〈実施例２〉
　実施例２では、図２に示すエレクトロクロミック装置２を作製する例を示す。但し、樹
脂材料部２０は設けていない。なお、実施例２で作製したエレクトロクロミック装置は、
調光レンズ装置として使用できる。
【０１１５】
　ここでは、第２の電極層１５のＩＴＯ膜の表面にＡＴＯ粒子分散液（ＡＴＯ平均粒子径
：２０ｎｍ／２，２，３，３－テトラフロロプロパノールの６ｗｔ％溶液にウレタン系結
着材ＨＷ１４０ＳＦ（ＤＩＣ社製）を６ｗｔ％添加した分散液）をスピンコート法により
塗布し、１２０℃で１５分間アニール処理を行うことによって、厚み約１．０μｍのＡＴ
Ｏ粒子膜からなる劣化防止層１８を形成した。これ以外は実施例１と同様にして、エレク
トロクロミック装置を形成した。
【０１１６】
　〈実施例３〉
　実施例３では、図４に示すエレクトロクロミック装置４を作製する例を示す。但し、樹
脂材料部２０は設けていない。なお、実施例４で作製したエレクトロクロミック装置は、
調光レンズ装置として使用できる。
【０１１７】
　ここでは、劣化防止層１８上にも平均一次粒径２０ｎｍのＳｉＯ２微粒子分散液（シリ
カ固形分濃度２４．８質量％、ポリビニルアルコール１．２質量％、及び水７４質量％）
をスピンコートし、第２の剥離防止層２９を形成した。これ以外は実施例２と同様にして
、エレクトロクロミック装置を形成した。
【０１１８】
　〈比較例〉
　比較例に係るエレクトロクロミック装置は、剥離防止層１９を形成しない点を除いて、
実施例１と同様の方法で作製した。
【０１１９】
　＜＜発消色駆動＞＞
　各エレクトロクロミック装置の発消色を確認した。具体的には、第１の支持体１１の端
部及び第２の支持体１６の端部の一部を剥離し、第１の電極層１２のコンタクト部及び第
２の電極層１５のコンタクト部を形成した。そして、第１の電極層１２と第２の電極層１
５との間に、第１の電極層１２がマイナス極となるように－３．５Ｖの電圧を３秒間印加
した。
【０１２０】
　その結果、実施例１及び２に係るエレクトロクロミック装置が上記構造式Ａのエレクト
ロクロミック化合物に由来するマゼンタ色に発色することが確認された。このとき実施例
１に係るエレクトロクロミック装置は部分的に剥離しており、一部領域では発色が確認で
きなかった。
【０１２１】
　更に、第１の電極層１２と第２の電極層１５の引き出し部分との間に、＋３．５Ｖの電
圧を２秒間印加させたところ、エレクトロクロミック色素が消色し、エレクトロクロミッ
ク装置が透明になることが確認された。
【０１２２】
　これに対して、比較例に係るエレクトロクロミック装置では、熱成型により全体に剥離
が起こり、エレクトロクロミック装置の内部に隙間が生じていた。このため、実施例１及
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ができなかった。
【０１２３】
　＜＜剥離試験＞＞
　各エレクトロクロミック装置の密着性を９０度剥離試験によって確認した。第１の支持
体１１の端部の一部を剥離し、端部をエレクトロクロミック装置の面に対して垂直方向（
９０度の角度）に引っ張り剥離させた。そのときの剥離強度を測定したところ、比較例に
係るエレクトロクロミック装置の剥離強度と比較して、実施例１に係るエレクトロクロミ
ック装置では２倍、実施例２に係るエレクトロクロミック装置では５倍、実施例３に係る
エレクトロクロミック装置では１０倍の剥離強度を示すことが確認された。
【０１２４】
　このように、実施例１では、部分的な剥離や部分的な発色不良が確認されたものの、剥
離防止層を設けることにより、剥離防止層を設けない場合（比較例）と比べて、剥離強度
が向上することが確認された。特に、電解質層の上下両側に剥離防止層を設けた実施例３
では、剥離強度が大幅に向上することが確認された。
【０１２５】
　以上、好ましい実施の形態及び実施例について詳説したが、上述した実施の形態及び実
施例に制限されることはなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上
述した実施の形態及び実施例に種々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【０１２６】
　１、２、３、４　エレクトロクロミック装置
　５　エレクトロクロミック調光眼鏡
　１１　第１の支持体
　１２　第１の電極層
　１３　エレクトロクロミック層
　１４　電解質層
　１５　第２の電極層
　１６　第２の支持体
　１７　保護層
　１８　劣化防止層
　１９　剥離防止層
　２０　樹脂材料部
　２９　第２の剥離防止層
　５２　眼鏡フレーム
　５３　スイッチ
　５４　電源
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１２７】
【特許文献１】特許第４１０５５３７号
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